
プロポーザル方式・総合評価落札方式の手引きについて（改定概要） 

 

１．評価方法と評価書類について 

 

 「内容確認シート」での自己採点が添付資料による確認結果と合致せず、「内

容確認シート」の取扱いに関する質疑があったため、評価に用いる資料について

明記した。あわせて、下方修正にかかる考え方について明記し、工事との統一化

を図ることとした。 

 

 

２．評価項目について 

 

プロポーザル方式、総合評価落札方式での評価項目における「〇（必要に応じ

て設定する項目）」の取扱いについて、発注者毎にバラつきがみられる事例があ

ったことから、技術者の評価項目における「〇」の考え方について変更を行い。

統一化を図ることとした。 

 

 

３．優良業務表彰の対象年度について 

 

優良業務表彰、優良技術者表彰の対象年度について、工事と同様に評価基準日

を８月１日にすることとした。 

 

 


